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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月２８日 ０５時０３分ごろ 

発生場所 三重県紀北町三木
み き

埼南東方沖 

三木埼灯台から真方位１４８゜２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５６.０′ 東経１３６°１８.０′） 

事故の概要  漁船第十五長栄
ちょうえい

丸は、北東進中、また、漁船松永
しょうえい

丸は、漂泊中、

両船が衝突した。 

 松永丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、また、

第十五長栄丸は、船首部に破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十五長栄丸、１９トン 

  ＭＥ２－５６９２（漁船登録番号）、有限会社丸久水産（Ａ社） 

   ２５.４０ｍ×４.３８ｍ×１.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６７０kＷ、平成１２年７月１２日 

   第２４３－３４０１３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 松永丸、２.９３トン 

  ＭＥ３－５００７２（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.８４ｍ（Lr）×２.１６ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４７kＷ、昭和５７年６月２５日 

   第２４３－４０８１０号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年４月５日 

    免許証交付日 平成３１年３月５日 

           （令和６年４月４日まで有効） 

  機関長Ａ 男性 ４５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年１月２９日 

    免許証交付日 平成２９年３月１３日 

           （令和５年１月２８日まで有効） 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成７年４月１３日 

    免許証交付日 平成２７年２月１６日 

           （令和２年４月１２日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

損傷 Ａ 船首部に破口及び凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、操舵室に破損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、水温 約１９℃ 

日出時刻：０５時１０分ごろ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａが乗り組み、まぐろ巻き網漁の船団の

灯
ひ

船
ぶね

として操業を行う目的で、平成３１年４月２７日１７時３０分ご

ろ三重県御浜
み は ま

町東方沖の漁場に向けて三重県南伊勢町奈屋
な や

浦
うら

漁港を出

航し、２回の操業を終えて２８日０４時００分ごろ帰航の途につい

た。 

 Ａ船は、船長Ａが機関長Ａに船橋当直を任せ、操舵室後部に備えた

寝台に横になって休息をとることにし、機関長Ａが、操舵室前部右舷

側の操縦席に腰を掛けて単独の船橋当直につき、奈屋浦南方沖に向け

て、主機を半速力前進にかけ、約１３ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で自動操舵により北東進した。 

 機関長Ａは、８Ｍレンジとした１号レーダー及び１.５Ｍレンジと

した２号レーダー並びにＧＰＳプロッターをそれぞれ作動させて船橋

当直に当たり、０４時４６分ごろスマートフォンで僚船の友人とメッ

セージのやり取りを始めた後、１号レーダー及び目視により左舷船首

方２ＭにＢ船を含む漁船４隻を認めた。 

 機関長Ａは、０５時００分ごろ、１号レーダーの映像を時折見てい

たものの、前路に支障となる船はいないと思い、友人とスマートフォ

ンでメッセージのやり取りを行いながら船橋当直を続けた。 

 機関長Ａは、針路及び速力を保持して北東進中、０５時０３分ご

ろ、ドンという音とともに漂流物に当たったような衝撃を感じて前方

を見たところ、横倒しとなったＢ船に乗り揚がって停止したことを知

った。 

 機関長Ａは、直ちに主機を後進に掛けて後退させるとともに、衝撃

を感じて起きてきた船長ＡにＢ船と衝突したことを伝え、船長Ａに操

船を替わってもらうよう要請し、落水した船長Ｂを救助する目的で船

首部に向かった。 

 船長Ａは、Ｂ船の船首部にＡ船の左舷船首部を着け、また、機関長

Ａは、Ｂ船に自力で這
は

い上がった船長ＢをＡ船の前部甲板に引き揚
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げ、移乗させた。 

 船長Ａは、船長Ｂが身体の痛みを訴えるので、０５時２３分ごろ１

１９番通報により救急車を要請し、僚船及び船舶所有会社に本事故の

発生を知らせるとともに船舶所有会社を通じて海上保安庁に本事故発

生の通報を行った後、船長Ｂを尾鷲港の岸壁に移送した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが 1 人で乗り組み、けんけん
．．．．

漁を行う目的で、２８

日０３時５０分ごろ、僚船と共に三木埼南方沖の漁場に向けて三重県

紀
き

北
ほく

町引本
ひきもと

港の係留地を出航した。 

 船長Ｂは、操舵室で立って船橋当直に当たり、主機を全速力前進と

して約８kn の速力で南南東進した後、０４時５５分ごろ漁場に達した

ので主機を中立運転とし、船首を南南東方に向けて漂泊を開始すると

ともに、右舷方約２Ｍのところに左方に向けて北東進するＡ船を認め

た後、操業の準備を行う目的で、前部甲板に赴き、長さ約８ｍの竿
さお

を

両舷に展張した。 

 船長Ｂは、０５時００分ごろ後部甲板に戻り、後部甲板に右舷船尾

方を向いて立ち、Ｂ船が漂泊しているので、他船が避けてくれるもの

と思い、ポンプを作動させたり、操舵室甲板下の物入れから操業用の

道具を取り出したり操業の準備に専念して漂泊中、衝撃を感じ、右舷

を上にした状態で左舷側に横倒しとなったＢ船から落水した。 

 船長Ｂは、着用していた救命胴衣が邪魔なので脱ぎ捨ててＢ船の右

舷側の舷縁に這い上がり、Ｂ船の船首部に着けたＡ船の乗組員によっ

て前部甲板に引き揚げられた。 

 船長Ｂは、０５時５５分ごろＡ船により尾鷲港に移送された後、救

急車で病院に搬送され、全治約２週間の右大腿
たい

打撲症と診断された。 

 Ｂ船は、その後転覆した状態となり、Ａ船の僚船にえい
．．

航されてＢ

船の係留地に戻り、後日、廃船処理とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 航行経路概略図（拡大）、

写真１ Ａ船全景、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船全景、

写真４ Ｂ船の転覆状況 参照） 

その他の事項  Ａ船は、漁場までの往航時、船長Ａが、復航時、機関長Ａが、それ

ぞれ単独の船橋当直に当たることにしていた。 

 機関長Ａは、平成５年ごろ、Ａ船の船舶所有会社に入社し、船団の

所属船の甲板員及び機関長として乗り組んでいた。 

 機関長Ａは、Ｂ船を初認した後、Ｂ船の動きを確かめていなかった

と本事故後に思った。 

 船長Ｂは、昭和５８年ごろ父親が所有する本船に乗り組み、平成５

年ごろから船長として乗船し、平成２１年ごろから陸上の仕事の傍ら

兼業で漁業を営み、毎年３～８月ごろまでの期間、週約２回けんけん

漁に従事していた。 

 船長Ｂは、漂泊中、操業の準備に専念しており、衝突するまでＡ船
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の動静を確かめていなかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、有効な音響を発する信号装置を備えていた。 

 船長Ｂは、自動膨張式のベスト型救命胴衣を着用していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三木埼南東方沖を北東進中、機関長Ａが、１号レーダーの

映像を時折見て、前路に支障となる船はいないと思い、友人とスマー

トフォンでメッセージのやり取りを行っていたことから、船首方で漂

泊中のＢ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船に衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、三木埼南東方沖で漂泊中、船長Ｂが、操業の準備に専念し

て漂泊を続けたことから、Ｂ船に向けて航行するＡ船に気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船が漂泊しているので、他船が避けてくれると思った

ものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、三木埼南東方沖において、Ａ船が北東

進中、Ｂ船が漂泊中、機関長Ａが、友人とスマートフォンでメッセー

ジのやり取りを行っていたため、船首方で漂泊中のＢ船に気付かずに

航行を続け、また、船長Ｂが、操業の準備に専念して漂泊を続けたた

め、Ｂ船に向けて航行するＡ船に気付かず、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・当直者は、船橋当直中、見張りの妨げとなることを行わず、見張

りを適切に行うこと。 

 ・目視と共に適切なレンジとしたレーダー等あらゆる手段を用いて

見張りに当たること。 

 ・漂泊中、周囲に認めた船に対する見張りを継続的に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 航行経路概略図（拡大） 
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付図２ 航行経路概略図（拡大） 
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      写真１ Ａ船全景           写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船全景          写真４ Ｂ船の転覆状況 


